
▼
先
の
自
治
労
函
館
大
会
に
お
い
て
決
定

し
た
「
当
面
の
闘
争
方
針
」
の
「
秋
季
・

自
治
体
確
定
闘
争
の
推
進
」
か
ら
、
今
秋

闘
の
主
な
課
題
等
に
つ
い
て
連
載
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
今
秋
闘
の
「
４
つ

の
重
点
課
題
」
に
つ
い
て
転
記
し
ま
す
。 

は
「
改
定
な
し
」
の
状
況
が
続
い
て
い

ま
し
た
。
県
人
勧
も
す
べ
て
の
職
員
の

賃
金
を
引
き
上
げ
る
勧
告
を
行
う
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
沿
っ
て
交

渉
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

特
に
「
財
政
難
」
を
理
由
に
、
県
人
勧

が
「
値
切
ら
れ
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と

の
な
い
よ
う
に
、
し
っ
か
り
と
交
渉
・

確
認
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。 

②
『
一
時
金
の
支
給
月
数
を
引
き
上
げ

る
こ
と
。
引
き
上
げ
分
の
配
分
に 
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秋季賃金確定闘争へ向け学習を強化しよう！ 

「
当
面
の
闘
争
方
針
」
を
読
み
解
く 

当
面
の
闘
争
方
針
中
「
秋
季
・
自
治
体
確
定
闘
争
の 

推
進
」
か
ら
、
今
秋
闘
の
主
な
課
題
等
を
連
載 

秋 闘 

当面の日程 
■９月18日（月） 
〇総支部政治学習会 
（13:00～南会津町・御蔵入交流館） 
〇県議選（南会）総決起集会 
（14:10～南会津町・御蔵入交流館） 

■９月21日（木） 
〇県本部第8回単代会議 
（13:30～福島グリーンパレス） 

■総支部各ブロック会議 
 

（南会津B、会場：南会津町役場） 
      9月27日（水）18:30～ 
 

（北会・耶麻B、会場：喜多方プラザ） 
      9月29日（金）18:30～ 
 

（両 沼B、会場：つきみが丘町民セ） 
      10月3日（火）18:30～ 

【
重
点
課
題
１
に
つ
い
て
】 

▼
国
の
人
事
院
勧
告
（
国
家
公
務
員
に
係
る

給
与
勧
告
。
以
下
「
国
人
勧
」
）
は
、
去
る

８
月
７
日
（
月
）
に
（
官
民
較
差
０
・

96

％
、
平
均
改
定
率
１
・
１
％
、
一
時
金
０
・

１
月
分
増
の
勧
告
が
）
あ
り
ま
し
た
が
、
引

き
続
き
県
人
事
委
員
会
勧
告
（
以
下
「
県
人

勧
」
）
が
10
月
上
旬
に
あ
る
予
定
で
す
。
ち

な
み
に
勧
告
日
は
、
昨
年
が

10

月
５
日

（
水
）
、
一
昨
年
が
10
月
７
日
（
木
）
で
し

た
。 

▼
県
人
勧
が
出
れ
ば
、
い
よ
い
よ
秋
闘
が
本

格
化
し
ま
す
。
最
終
的
に
は
、
県
職
連
合
の

最
終
交
渉
（
11
月
中
旬
頃
）
の
結
果
を
受
け 

11/12・県議選（南会津郡） 

■組合歴 
○田島町職執行委員3期 
○同 書記次長1期 
○同 書記長2期 
○田島町・南会津町職 
 委員長1期 
○南会津町職監査委員1期 
○会津総支部事務局長2期 
○南会津町職執行委員4期 
○同 特別執行委員1期 
○県本部書記次長3期 
○現在：南会津町職特執  

   わたなべ ひであき 

渡部英明（56歳） 

１ 

【写真上】 
大会参集状況。会
場 は、「函 館 ア
リーナ」 
 
【写真下】 
新たな中央執行委
員長に選出された
『石 上 千 博』氏
（北海道本部） 
 

て
、
他
単
組
も
詰
め
の
交
渉
を
行

い
、
決
着
し
て
い
く
訳
で
す
が
、

当
局
に
対
し
て
は
「
県
人
勧
ど
お

り
に
給
与
の
引
き
上
げ
改
定
を
行

う
こ
と
」
を
要
求
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

▼
交
渉
時
の
（
共
通
の
）
ポ
イ
ン

ト
は
次
の
３
点
で
す
。 

①
『
初
任
給
を
は
じ
め
、
す
べ
て

の
職
員
の
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ

と
』
▽
こ
の
間
、
改
定
率
が
低

く
、
特
に
高
齢
層
職
員
に
つ
い
て 

【４つの重点課題】 
 
１．給与の引き上げ改定を行う

こと。 
２．中途採用者の賃金改善を行

うこと。 
３．賃 金 の 運 用 改 善 に む け、

「１単組・１要求」を行うこ
と。 

４．会計年度任用職員への勤勉
手当支給にむけた条例改正を
行うとともに、常勤職員との
均等・均衡に基づいた処遇改
善を行うこと。また、給与決
定にあたっては常勤職員と同
様に遡及改定を行うこと。 
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統一自治体選挙 『 県議選 』 親戚・友人・知人への声掛けの徹底を！ 

 

編
集
後
記 

▼
会
津
地
方
で
は
、
高
温
が
続
き
雨
が

少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
農
作
物
等
へ
の

影
響
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
県
な
ど
が

臨
時
の
対
策
会
議
を
開
い
た
と
か
。 

▼
会
津
若
松
市
で
は
、
梅
雨
明
け
か
ら

30
日
間
以
上
猛
暑
日
が
続
き
、
８
月

の
降
水
量
は
23
・
５
ミ
リ
と
、
平
年

の
17
％
だ
っ
た
と
の
こ
と
。
一
方
で

南
郷
で
は
18
日
に
観
測
史
上
１
位
と

な
る
日
最
大
１
時
間
降
水
量
99
・
５

ミ
リ
を
記
録
し
ま
し
た
。
世
界
的
に
見

て
も
同
様
に
、
中
国
の
甚
大
な
豪
雨
被

害
が
あ
っ
た
り
、
高
温
・
干
ば
つ
の
と

こ
ろ
も
あ
り
両
極
端
な
気
候
と
な
っ
て

い
ま
す
。
世
界
が
「
終
末
」
に
向
か
っ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
（
坂
内
） 

①
初
任
給
格
付
け
に
つ
い
て
は
、
そ
の

能
力
、
知
識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し

て
具
体
的
に
就
け
る
職
を
決
め
、
そ
の

職
務
（
ポ
ス
ト
）
に
応
じ
て
級
を
決
定

し
、
２
級
以
上
の
格
付
け
を
可
能
と
す

る
こ
と
。
ま
た
、
人
事
院
規
則
に
合
わ

せ
、
在
級
期
間
の
短
縮
（
５
割
）
、
最

短
昇
格
期
間
（
１
年
）
の
適
用
を
可
能

と
す
る
よ
う
規
則
改
正
す
る
こ
と
。 

②
号
給
決
定
の
初
号
制
限
を
撤
廃
し
、

民
間
職
務
経
験
を
１
０
０
％
換
算
と
す

る
こ
と
。 

③
中
途
採
用
者
の
初
任
給
決
定
の
変
更

に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
な
在
職
者
調
整

を
行
う
こ
と
。 

 

※
重
点
課
題
３
・
４
に
つ
い
て
は
、
次

号
に
掲
載
し
ま
す
。 

あ
た
っ
て
は
、
期
末
手
当
に
重
点
を
置

く
こ
と
』
▽
左
の
表
は
、
国
人
勧
の
一

時
金
の
支
給
月
数
の
配
分
に
つ
い
て
、

今
年
と
昨
年
の
内
容
を
比
較
し
た
も
の

で
す
。
ち
な
み
に
、
昨
年
の
県
人
勧
に

お
い
て
は
、
国
人
勧
の
勤
勉
手
当
の
み

に
配
分
す
る
方
法
で
は
な
く
、
今
年
の

国
人
勧
同
様
に
、
期
末
手
当
・
勤
勉
手

当
に
０
・
05
月
ず
つ
配
分
す
る
と
い

う
内
容
で
し
た
。 

        

▽
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治

法
の
改
正
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員

に
も
支
給
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
は
、
昨
年
の
国
人
勧
の

よ
う
に
、
「
勤
勉
手
当
に
の
み
配
分
」

と
な
る
と
、
支
給
さ
れ
て
い
な
い
会
計

年
度
任
用
職
員
は
、
そ
の
恩
恵
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
後

は
、
こ
れ
が
な
く
な
る
も
の
の
、
「
勤

勉
手
当
」
は
、
人
事
評
価
の
結
果
に
基

づ
く
個
々
人
の
成
績
率
に
よ
り
変
動
す

る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
全
組
合
員

が
均
等
に
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
の
で
き

る
よ
う
「
期
末
手
当
へ
の
重
点
配
分
」 

共済動画 

備えて守って補償する 
じちろうマイカー共済
（約15分）  

総支部HP 
QRコード 

を
求
め
て
い
く
も
の
で
す
。 

③
『
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
諸
手
当
を

改
善
す
る
こ
と
。
と
く
に
燃
料
費
の
高

騰
を
踏
ま
え
た
自
動
車
等
に
よ
る
通
勤

手
当
（
お
よ
び
寒
冷
地
手
当
）
を
引
き

上
げ
る
こ
と
』
▽
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ

ン
の
小
売
価
格
は
、
今
月
４
日
時
点
の

全
国
平
均
で
、
１
リ
ッ
ト
ル
あ
た
り
１

８
６
・
５
円
と
な
り
、
現
在
の
方
法
で

調
査
を
開
始
し
た
90
年
以
降
、
２
週

連
続
で
最
高
値
を
更
新
し
ま
し
た
。
そ

の
他
の
燃
料
費
も
同
様
に
高
騰
し
て
お

り
、
通
勤
手
当
や
寒
冷
地
手
当
の
増
額

が
な
い
と
生
活
が
苦
し
く
な
る
ば
か
り

で
す
。 

 

【
重
点
課
題
２
に
つ
い
て
】 

▼
近
年
、
各
自
治
体
に
お
い
て
中
途
採

用
、
経
験
者
採
用
が
増
え
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、
初
任
給
格
付
け
の
低
さ
や

昇
格
の
遅
れ
な
ど
に
よ
り
、
同
様
の
職

務
を
担
う
職
員
と
比
較
し
、
そ
の
給
料

が
極
端
に
低
い
ケ
ー
ス
が
存
在
し
て
い

ま
す
（
各
単
組
に
お
い
て
も
点
検
を
お

願
い
し
ま
す
）
。
人
材
確
保
の
観
点
か

ら
も
、
賃
金
改
善
の
対
応
が
急
務
で

す
。 

▼
同
学
年
の
新
卒
採
用
者
の
給
料
を
基

本
と
し
て
、
初
任
給
や
昇
格
の
改
善
を

求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に

は
、
以
下
の
通
り
で
す
。 

【一時金の支給月数の配分】 
 
①2023人事院勧告 
 年間4.40月⇒4.50月 
 （0.1月増） 
 配分⇒期末手当・勤勉手当 
    に0.05月ずつ均等に 
    配分 
 
②2022人事院勧告 
 年間4.30月⇒4.40月 
 （0.1月増） 
 配分⇒勤勉手当にのみ配分 

【 用語解説 】 
 
①【昇給】給料が（例）「1級12号給」から「1級
16号給」に上がること。 
②【昇格】給料表の（例）「1級」から「2級」に上
がること。 
③【昇任】職名が（例）「主査」から「主任主査」に
上がること。 
④【在職者調整】例えば初任給を改善することによ
り、改善後採用の職員の給料が、改善前採用の職員の
給料に追いついてしまう、あるいは追い越してしまう
ことが想定されます。このような場合に、全職員一斉
に、あるいは若年層のみ、特別に昇給させる等の方法
で調整する、これが「在職者調整」です。 


